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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の壁に窓用開口部を形成するた
めに用いられるユニットであって、
　プレキャストコンクリート製の枠体と、
　前記枠体内に配置されかつ前記枠体に固定された窓枠とを備え、
　前記枠体は複数の角部を有し、
　前記ユニットは、前記枠体の各角部を取り巻きかつこれを覆うひび割れ防止用突起を備
える、ユニット。
【請求項２】
　鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の壁であって、
　請求項１に記載のユニットが規定する窓用開口部を備える、壁。
【請求項３】
　請求項２に記載の壁を備える、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物
。
【請求項４】
　鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の壁に窓用開口部を形成する方
法であって、
　前記壁の構築予定空間を形成するために複数の型枠を設置すること、
　前記構築予定空間に請求項１に記載のユニットを設置すること、
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　前記構築予定空間にコンクリートを打設すること、
　その後、脱型することを含む、窓用開口部の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の壁に設けられる窓
に関し、より詳細には、窓用開口部を形成するために用いられるユニット、該ユニットを
用いて形成された窓用開口部を有する壁、該壁を有する建物、及び、前記窓用開口部を形
成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の壁に窓用開口部を形成
するため、壁の構築に際してプレキャストコンクリート製の枠体を配置し、壁の構築後、
枠体内に窓枠を配置することが提案されている（後記特許文献１参照）。プレキャストコ
ンクリート製の枠体の使用は、壁に窓用開口部を形成するための型枠の設置及びその後の
脱型を不要とし、窓の形成に要する時間や労力を節減する上で有利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－４２２７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の壁に設けられる窓
の形成に要する時間及び労力をより一層軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明（第１発明）は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の壁に
窓用開口部を形成するために用いられるユニットに係り、該ユニットは、プレキャストコ
ンクリート製の枠体と、前記枠体内に配置されかつ該枠体に固定された窓枠とを備える。
前記枠体は複数の角部を有し、前記ユニットは前記枠体の各角部を取り巻きかつこれを覆
うひび割れ防止用突起を備える。
【０００６】
　本発明（第２発明）は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の壁に
係り、前記壁は前記ユニットを含み、前記ユニットが規定する窓用開口部を有する。
【０００７】
　本発明（第３発明）は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物に係り
、前記建物は前記壁を備える。
【０００８】
　本発明（第４発明）は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の壁に
窓用開口部を形成する方法に係り、前記窓用開口部の形成方法は、前記壁の構築予定空間
を形成するために複数の型枠を設置し、前記構築予定空間に前記ユニットを配置し、前記
構築予定空間にコンクリートを打設し、その後、脱型することを含む。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明にあっては、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の壁に窓用
開口部を形成するために用いられる前記ユニットが、前記窓用開口部を規定するプレキャ
ストコンクリート製の枠体と、該枠体内に配置されかつこれに固定された窓枠とを含む。
このことから、壁に窓用開口部を形成するための型枠の設置、脱型等の作業を不要にし、
加えて、前記枠体への窓枠の取り付けとこれに要する労力及び時間とを不要とすることが
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でき、これにより、壁に設けられる窓の形成に要する時間及び労力をより一層軽減するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係るユニットが規定する窓用開口部を有する鉄筋コンクリート造又は鉄
骨鉄筋コンクリート造の建物の壁及び該壁を含む建物の一部を示す概略的な正面図である
。
【図２】本発明に係るユニットの一例を示す正面図である。
【図３】本発明に係るユニットの他の例を示す正面図である。
【図４】鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の壁の構築予定空間に配
置されたユニットの概略的な横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１を参照すると、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物１０と、該
建物の壁１２とが概略的に示されている。
【００１２】
　壁１２には、長辺及び短辺の長さ寸法の比（横縦比）を異にする２つの矩形状の窓用開
口部（以下、単に「開口部」という。）１４、１６が形成されている。壁１２に形成され
る前記開口部の数量及び位置は任意に設定される。図１において、符号１８は壁１２に連
なる一対の柱を示す。符号２０は両柱１８及び壁１２に連なる梁を示す。また、符号２２
は梁２０に支持された床スラブを示す。
【００１３】
　壁１２に２つの開口部１４、１６を形成するために、両開口部１４、１６の前記横縦比
にそれぞれ対応する横縦比を有する２つの矩形状のユニット２４（図２又は図３）が用い
られている。
【００１４】
　ユニット２４は、矩形状のプレキャストコンクリート（ＰＣａ）製の枠体２６と、該枠
体内に配置されかつ枠体２６に固定された矩形状の窓枠（サッシ）２８とを備える。窓枠
２８は、枠体２６の成形時にサッシアンカー（図示せず）を介して枠体２６に連結され、
枠体２６と一体にされている。このため、壁１２に枠体２６のみを設置した場合における
枠体２６内への窓枠２８の配置及び窓枠２８とその周囲の枠体２６との間に存する空隙へ
のモルタルの充填（サッシ廻り充填）のための作業を不要とすることができる。窓枠２８
はアルミニウムのような金属材料で形成され、例えば引違い窓を構成する窓ガラス（図示
せず）のためのレール（図示せず）を備える。
【００１５】
　ユニット２４は、また、枠体２６に設けられ該枠体からその周囲に突出する複数の差し
筋３０を有する。差し筋３０は、壁１２を構築するために打設されるコンクリート中に埋
設され、ユニット２４は差し筋３０を介して壁１２に固定される。
【００１６】
　ユニット２４（より正確にはユニット２４の枠体２６）は、構築される壁１２の厚さ寸
法と同じ厚さ寸法を有する。また、ユニット２４は、その厚さ方向に関して互いに相対す
る２つの開口３１を有する。ユニット２４は、必要に応じて、壁１２の厚さ寸法より小さ
い厚さ寸法を有するもの、あるいは、壁１２の厚さ寸法より大きい厚さ寸法を有するもの
とすることができる。壁１２の厚さ寸法以上の厚さ寸法を有するユニット２４を使用する
ときは、壁１２の厚さ寸法より小さい厚さ寸法を有する。
【００１７】
　図２に示すユニット２４の枠体２６は、前記したように矩形状を呈し、９０度に折れ曲
がる４つの角部３２を有する。４つの角部３２は、それぞれ、前記矩形の四隅に位置する
。また、図３に示すユニット２４は、その枠体２６の４つの角部３２をそれぞれ取り巻き
かつ覆う４つのひび割れ防止用突起３４を備える。図示のひび割れ防止用突起３４は山形
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の横断面形状を有し、角部３２に沿って枠体２６の厚さ方向へ伸びている。ひび割れ防止
用突起３４は、枠体２６の成形時におけるコンクリートの乾燥収縮に伴って枠体２６の角
部３２に生じることがある亀裂の発生を防止する働きをなす。ひび割れ防止用突起３４は
、図示の山形又は鉤形以外の他の横断面形状を有するものとすることができる。
【００１８】
　ユニット２４の枠体２６及び窓枠２８は、前記矩形以外の形状、例えば三角形、六角形
等の他の多角形の形状、円形、楕円形等の形状、あるいは湾曲部を含む形状を有するもの
とすることができる。前記多角形の形状を有する枠体を備えるユニットについては、前記
多角形の各角に位置する角部を取り巻きかつこれを覆うひび割れ防止用突起を有するもの
とすることができる。また、窓枠２８は、前記引違い窓に適用されるもののほか、はめ殺
し窓、外開き窓、内倒し窓、回転窓等の他の種類の窓に適用されるものとすることができ
る。
【００１９】
　壁１２への開口部１４、１６の形成のためにユニット２４を用いることにより、窓枠２
８が取り付けられる枠体２６の建築現場での成形作業及びこれに付帯する作業を不要とす
ることができ、また、前記したように、建築現場での枠体２６内への窓枠２８の配置及び
枠体２６への取付の各作業を不要とすることができ、これにより、壁１２に設けられる窓
の設置に要する時間及び労力を軽減することができる。
【００２０】
　次に、図１及び図４を参照して、壁１２の開口部１４、１６を形成する方法について説
明する。
【００２１】
　まず、壁１２の構築予定空間３６の所要の箇所に２つのユニット２４を配置する（但し
、図４には１つのユニット２４のみを示す。）。構築予定空間３６は複数の型枠３８を設
置することにより形成され、また、構築予定空間３６には、その形成に先立ち、予め複数
の鉄筋（図示せず）が配置される。両ユニット２４は、前記鉄筋を介して、構築予定空間
３６内に支持することができる。各ユニット２４の開口３１は、構築予定空間３６の形成
をするために使用される前記複数の型枠３８の一部をもって閉鎖することができる。その
後、構築予定空間３６内にコンクリート（図示せず）を打設する。なお、壁１２の厚さ寸
法と同じ厚さ寸法を有するユニット２４又は壁１２の厚さ寸法を超える厚さ寸法を有する
ユニット２４を使用するときは、ユニット２４の枠体２６が壁１２の開口部１４、１６を
規定する型枠としての機能を果たす。他方、壁１２の厚さ寸法より小さい厚さ寸法を有す
るユニット２４を使用するとき、ユニット２４の枠体２６は壁１２の厚さ方向に関して開
口部１４、１６の一部を規定することとなるため、開口部１４、１６の残りの一部を規定
する型枠（図示せず）を配置する。
【００２２】
　前記コンクリートの硬化後、型枠３８を撤去する。その結果、壁１２に、両ユニット２
４がそれぞれ規定する両開口部１４、１６（図１）が形成される。
【００２３】
　なお、ユニット２４は、必要に応じて、その枠体２６が壁１２より大きい厚さ寸法を有
するもの、あるいは、その枠体２６が壁１２より小さい厚さ寸法を有するものとすること
ができる。
【符号の説明】
【００２４】
　１０　建物
　１２　壁
　１４、１６　開口部
　１８　柱
　２０　梁
　２２　床スラブ
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　２４　ユニット
　２６　枠体
　２８　窓枠
　３１　開口
　３２　出隅
　３４　ひび割れ防止用突起
　３６　コンクリート打設空間
　３８　型枠
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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